
高齢者の消費者被害の
現場からの事例報告

全国消費生活相談員協会会員
松下 和子
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自主的購入（自分の意志で購入）
通信販売・・・ＴＶショッピング、広告
店舗購入・・・アクセサリー、バッグ等

不招請勧誘（招かれざる勧誘）

電話勧誘・・・劇場型投資・通信関係

訪問販売・・・太陽光パネル・塗装工事
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不招請勧誘
（招かれざる勧誘）

電話勧誘販売・・・劇場型投資

通信関係

訪問販売・・・・・・・太陽光パネル

塗装工事
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マンゴー農園投資
知人にフィリピンでマンゴーを栽培し、マンゴー
やマンゴーを成分とした商品を作って売ると儲
かると言われた。業者が費用を出してくれ、フィ
リピンに行きマンゴー農園を見た。農園は広く
素晴らしかった。信用して１，０００万円支払っ
た。１か月後マンゴー収穫利益金として２７６，
０００円もらった。更に投資を勧められ１，０００
万円払った。友人にも勧めたら何人かは投資を
した。しかし、その後利益金をまったくもらえな
い。私は友人から責められている。
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問題点
• マンゴー農園を見にフィリピンまで行っている
が本当に業者の農園かどうかは確認をして
いない。

• 最初にマンゴー収穫利益金をもらって信用を
してしまった。

• 利益金をもらったことにより再投資をしてしま
った。

• 友人を誘い、友人の信頼を失ってしまった。
• 結果的にこの業者は逮捕されたが、お金は
帰ってこなかった。
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仏像
先日Ａ社から仏像購入のパンフレットが届いた。その
後Ｂ社とＣ社から電話があり、そのパンフレットを買い
たいという。Ｂ社は２万円、Ｃ社は７万円で買い取ると
言った。申込用紙が届いた人しか仏像を買うことが出
来ない、仏師は８０歳を過ぎているので仏像を作るの
は今回が最後になる。だからこの仏像は将来必ず値
上がりをすると言われた。パンフレットを送ってきたの
は仏師の出身地である山口県だけである。今日また
Ｂ社から電話があり、仏像を８９８０００円で買ってくれ
たら１１０万円で買い取ると言われた。夕方再度電話
がある。この話は本当だろうか。
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仏像 ①

仏像②掲載の
社長と同じ顔
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仏像 ①
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問題点
• 電話で心に沁みこむような甘い言葉（①届い
たパンフレットを購入する。②パンフレットをも
らった人しか仏像を購入ができない。③山口
県出身の仏師で山口県の人にしか売らない
④高齢で仏像を作るのは今回が最後、だか
ら将来値が上がる⑤仏像を高く買い取る。）を
言われ、ありえない事を信じてしまう。

• 騙されたことがない人ほど、何度もやさしく言
われると信じてしまう。
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仏像 ②

仏像①掲載の
社長と同じ顔
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仏像 ②
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次々勧誘

• 一度騙された人はまた騙されてしまう。(信じ
やすい性格）

• 勧誘の条件が少し変わると信じてしまう。
• 自分が騙されたと思いたくない。（自尊心が高
い）

• 人に知られずにお金を取り戻したい。
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光回線
光回線の契約を止めた後に、大手通信会社の
代理店から電話がかかり「住所地で電話線を
交換する。今なら工事費が只だが後で１軒だけ
で工事をすると３万円かかる。」と言われ承諾を
した。その後書面を見たら光回線の契約だった
。騙されたと思い業者に教えてもらっていた電
話番号に電話を掛けるが「ただ今電話を受け付
けていません。」とアナウンスが流れるばかりだ
った。親会社の電話会社に電話をし「詐欺だ、
警察に届ける。」と言ったら調べてくれ解約にな
った。二度と勧誘の電話をかけないでほしい。
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問題点
• 大手通信会社と言って勧誘をするので信用を
してしまう。

• 実際は大手通信会社の代理店あるいは孫代
理店の勧誘。

• 工事はただと平気で嘘を言って勧誘する。孫
代理店は親会社の教育が行き渡らない。

• 断っても断っても勧誘をする。通信関係の業
者には再勧誘禁止という法律がない。

• クーリングオフ制度もない。
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太陽光パネル
訪販の業者に２４枚の太陽光パネルを付ける
と、今なら工事代金を無料にするし、余った電
気を売電できると言われた。クレジットを組む
と１５年払いで１ヶ月26,000円の支払いになる
が売電価格は29,274円になるので毎月3,000
円くらい収入になると言われた。しかし、実際
に３ヶ月使ってみたが毎月１万円くらいの持ち
出しになり、支払いが大変なので解約したい。
パネルは東西南北のすべての屋根について
いる。
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問題点
• 工事代金が無料と言って勧誘。
• クレジットの支払いより売電価格のほうが高
いので収入になると嘘を言っている。

• 効率の悪い北側の屋根にも太陽光パネルを
設置している。

• 総支払額を理解していない。
月26,000円×12か月×15年＝4,680,000円
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自主的購入
（自分の意志で購入）

・通信販売・・・ＴＶショッピング、広告

・店舗販売・・・アクセサリー、洋服、ハンドバッグ

投資信託
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通信販売
先月、テレビショッピングでヒアルロン酸とコ
ラーゲンを注文した。ＴＶでは膝の痛みが治る
と言っていた。初回特別半額サービスで代引
きで届いたので飲んでいるがまだたくさん残っ
ていた。しかし、注文もしていないのに昨日ま
た代金引き換えで届いた。受け取り拒否をし
今飲んでいる箱の中をよく見ると定期コース６
回と小さく書かれていた。テレビではそんな事
は言っていなかった。これ以上買いたくない。
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問題点
• 広告時間が短いので契約条件がよくわから
ない。（初回の安い値段だけははっきりと印
象に残る。）

• ヒアルロン酸やコラーゲンで膝の痛みが治る
と誤解させるような広告。(２－３秒間、これは
個人の方の感想ですと小さな字で表記）

• 電話で注文をする時に契約条件をよく聞いて
いない。販売店も契約条件を消費者にはっき
りと理解させていない。

• 定期購入だと初回の金額が本当に安いのか
疑問。
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店舗販売
定期が満期になったので銀行に行ったら、投資
信託を勧められた。この投資信託は外国の債
券や株などに投資をするが、比較的安全なも
のばかりだと１時間あまり勧められた。銀行の
人の言うことなので信頼して契約をした。しかし
、報告書が届いたのを見たら、元金が減ってい
た。元本割れをする商品は契約をしないと言っ
たのに、嘘をつかれた。止めたい。
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問題点
• 銀行はお客の預金状況(満期）を知っている。
• 銀行は圧倒的知名度があるから、騙すわけ
がないと高齢者は思っている。

• 説明を聞いても投資信託の意味が分からな
い。（わからないと言えない。）

• 後で苦情を言っても説明をしたという書面に
署名捺印をしている。銀行の落ち度を探すこ
とが出来ない。
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最後に
• 不招請勧誘を禁止にできないか。
• 消費者契約に関する法の統一化（法律間の
整合性を検討してほしい。）

• 悪徳業者のやり得を許さないシステムはでき
ないか。

• 広告をわかりやすく。(メリットとデメリット）
• 消費者の学習機会を増やす。
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平成24年 10月 20日(土) 

 

 

消費者安心アクションプラン(原案) 
 

 

～ 食品と放射能に関するコミュニケーションの強化 と 

高齢者の消費者トラブルの防止 ～  

 

 

目 次 

趣 旨  

１．食品と放射能に関するコミュニケーションの強化  
(1) 消費者に対する正確でわかりやすい情報の提供 
(2) 被災地産食品に関する積極的な情報発信  

２．高齢者の消費者トラブルの防止  

(1) 事業者への働きかけ 
(2) 高齢消費者への働きかけ 

 

 

 

 

 
 
 

消費者政策課長 村山 裕 

 

第5回地方消費者委員会(山口)
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消費者安心アクションプラン（原案） 

 

趣 旨 

 
 趣 旨： 消費者が安心して暮らせる社会の構築は 

政府の最重要課題  

 今日的な課題： 食品と放射能に関する根強い不安 と 
 高齢者に関する消費生活相談が大幅に上昇  

⇒ 地方消費者行政の充実･強化を図りつつ、  

２課題について 25 年度末までに集中的に取り組む

べき施策を「消費者安心アクションプラン」として

取りまとめ  

 

 

（今日的な課題）高齢者の消費生活相談が人口の伸び以上に増加 
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平成24年 10月 20日(土) 

 

１．食品と放射能に関する 

  コミュニケーションの強化 

 

(1)消費者に対する正確でわかりやすい情報の提供  

① 食品中の放射性物質に関する情報提供の推進  

・ 新基準値の周知徹底  【内閣府、食安委、消費、厚労、農水】  

・ ３回シリーズによる公共施設や店頭等における消費者 
への広報活動の

実施 （H24’  
毎回 ポスター約
20,000 ヶ所分、 
リーフレット約

920,000部配布） 
【食安委、消費、厚労、

農水】  
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消費者安心アクションプラン（原案） 

 

② リスクコミュニケーションの重点的展開         

・ 大都市・大会場におけるシンポジウムの開催（ H24’ 24
ヶ所、 H25’8 ヶ所） 【食安委、消費、厚労、農水】  

・ 保健所、保育所、幼稚園等における子育て世代向けのミ
ニ集会の開催促進 (H25’末までの期待開催箇所数
2,000 ヶ所) 【消費】  

③ 中心となる人材の育成 

・ ミニ集会における意見交換の中心となる専門家の養成 
研修（H25’約 100回 約 2,000人養成）【消費】  

 

 

 

 

 

 消費者庁がテキストを作成 

                 第 7版(H24.8.31) 
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平成24年 10月 20日(土) 

 

④ 意見交換会開催への支援 

・ 消費者団体等が主催する意見交換会への講師派遣等 
（H24’約 100回、25’約 30回） 【消費】  

⑤ 消費者の測定ニーズへの対応 

・ 全国 278自治体に対して 393台の放射性物質検査機器
の貸与（今秋のうちに配備） 【消費】  

 

(2) 被災地産食品に関する積極的な情報発信 

① 「食べて応援しよう！」キャンペーンの推進等  

  ～流通業界団体、企業、官公庁等  

・ 被災地産食品フェアや社内食堂における食材利用等の
促進（H24’目標累計 350件）  【農水・経産】  

・ 全府省庁の食堂等における食材利用の促進               
【農水（全府省庁）】  

② 戦略的な情報発信への支援                

 ・ 被災地産農産物等の消費拡大の取組や出荷時期に  
   合わせた戦略的なＰＲ活動への支援【農水】 
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消費者安心アクションプラン（原案） 

 

２．高齢者の消費者トラブルの防止 

(1)  事業者への働きかけ 

① 悪質事業者への対応の強化 【警察、消費、国交、金融、経産】  

 ・ 悪質な生活経済事犯等に対する重点的な取締りの実施  

 ・ 新たな手口の公表､文書等による警告､悪質事業者名の
公表の積極的な実施 

 ・ 訪問購入による不当な勧誘事案や「すき間」事案への対
応力の強化  

… 強引な自宅への訪問買取りから消費者を保護するための特定

商取引法の改正と、財産被害に係るすき間事案への行政措置を 

導入するための消費者安全法の改正が、この 8月に成立 

② 高齢消費者に配慮した商品・役務提供の促進 

・ 訪問販売、通信販売関係団体における苦情処理等の円
滑化  【経産】  

・ 電気通信事業者による勧誘の適正化や消費者支援活動
の促進  【総務】  

・ 乗合バスにおける転倒防止対策、食品の窒息事故の再
発防止策の推進 【国交、消費】  
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平成24年 10月 20日(土) 

 

(2) 高齢消費者への働きかけ 

① 普及啓発・注意喚起の徹底 【内閣府、消費、警察、金融】  

・ トラブルの未然防止キャンペーンの実施  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 消費者啓発・教育プログラムにおける高齢者対応メニュー
の充実、各種イベント（消費者教育フェスタ、地方消費者

グループ・フォーラム等）での地域の取組事例の情報共有

【文科、消費】   

・ 集会所等における出前講座の実施（H24’ 800回、 25’
800回）  【消費】  

･ 高齢者や周りの方々向けに最新の手口などをお知らせ   

するメールマガジンの配信回数・登録件数の拡大   
（H24’目標 27回・22,000件）【消費】  

イメージキャラクター  
 みぜん ぶぎょう  

「未然奉行」  
松 平 健 さんを起用

10月 1日任命式

街頭キャンペーン

新聞広告

テレビ CM

ラジオタイアップ
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消費者安心アクションプラン（原案） 

 

①電話見守りモデル 

（約６，０００人） 
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情 

報 

分 

析 

情報

提供

② 見守り体制の強化  

 ・ 悪質電話勧誘撃退モデル事業（電話見守り／通話録音） 
の実施 【消費】  
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平成24年 10月 20日(土) 

 

② 見守り体制の強化 (つづき) 

・ ケアマネジャーやホームヘルパーの高齢者の権利擁護
や消費生活センターとの連携に関する研修の実施 【厚労】  

・ 成年後見制度の利用の促進   ～ 自治体支援 【厚労】  

・ 地域における見守りの先進的取組の普及促進 【消費】  
 

③ 相談体制の強化 

・ 消費生活相談窓口の新設支援（H27’までに人口カバー

率 98.6％→100％）と身近な窓口を案内する全国共通の
「消費者ホットライン（℡0570-064-370）」の周知徹底【消費】  

・ シルバーウィーク等における専用電話相談「高齢者 110
番」の全国各地での実施 【消費】  

・ 「法テラス」の出張・巡回法律相談の実施 【法務】  

・ リフォーム工事等に係る消費者相談の実施 【国交】 
 

④ 被害救済の強化 

・ 集団的消費者被害回復制度の早期成案化など消費者団
体訴訟制度の普及・活用 【消費】  
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地域包括支援センター 
をご存じですか？ 

 
 
 
 
地域で暮らす高齢者の皆さんが、住み慣れたまちで安心して暮らしていけるように、 

介護、福祉、健康、医療等さまざまな面から総合的に支える中核機関として地域包括支援

センターが、各市町村に設置されています。 

市町村によって配置職種は少しずつ違うかもしれませんが、保健師、主任介護支援専門

員、社会福祉士等の専門職種が配置され、それぞれの専門性を生かしながら「チーム」と

して総合的に高齢者を支えます。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 高齢者に関する、さまざまな相談の総合相談窓口を目指しています 

こんな仕事をしています 

介護や健康のこと 

○介護保険の申請やサービスについて 

○要支援１・２と認定された方のケアプ

ラン作成 

○介護予防について 

○認知症の相談    など 

 

関係機関とのネットワークづくり 

ケアマネジャーの支援のほか、高齢者

のみなさんにとって、より暮らしやすい

地域にするため、さまざまな機関とのネ

ットワーク作りに力を入れます。 

高齢者の権利を守ります 

高齢者のみなさんが安心していきいきと暮らすために、みなさんの持

つさまざまな権利を守ります。成年後見制度の紹介や、消費者被害など

に対応します。また、虐待への対応および虐待防止の支援も行います 

地域包括支援センター 
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○判断が不十分な高齢者の財産や生活を守ります。 

成年後見制度の利用に関する相談の受け付けや、申立ての支援を行います。また、社会

福祉協議会が行う日常生活自立支援事業などの情報も提供します。 

○高齢者をトラブルから守ります 

消費生活センターと連携し、地域における消費者被害に関する情報を把握するとともに、

日常的活動の中で高齢者と接することの多い民生委員やケアマネジャー等に情報提供し、

消費者被害の発見の担い手を増やす等のネットワークを作っていきます。 

また、高齢者を狙った詐欺や消費者被害に対して、警察や消費生活センター等と協力し

て対応していきます。 

 

※「金銭管理が出来なくなった」「消費者被害にあった」という高齢者の中には、認知

症の兆しが見え始めた方も少なくありません。こういう相談が、認知

症の早期発見・対応につながり、認知症予防やその方の生活全般の支援に繋げ

るきっかけになっていくと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 〈参考〉 

今回のテーマに関係が深い業務 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必

要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援

することを目的として、包括的支援事業を地域において一体的に実施する役割を担う中

核的機関として設置されるものである（介護保険法（平成 9年法律第 123 号）第 115 条

の 39 第 1 項） 

地域の見守りで、高齢者を消費者被害か

ら守るだけでなく、高齢者の生活全般を

支える仕組みにつなげていけることを

目指しています。 
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